
議案第 ３ 号 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

平成２６年 ２ 月１８日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１９年川崎市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第１号中「市立高等学校」の次に「又は川崎市立川崎高等学

校附属中学校（以下「市立高等学校等」という。）」を加え、同項第２号及び

第３号中「生徒等」を「生徒」に改め、同項第４号中「市立高等学校」を「市

立高等学校等」に、「生徒等」を「生徒」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

「災害派遣手当等」という。）を」に改め、同条第２項及び第３項中「災害派

遣手当」を「災害派遣手当等」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条及び第１２条の改正

規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

２ 川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１６年川崎市

条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエ

ンザ等緊急事態派遣手当」を加え、「。以下同じ」を削る。 

 （川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部

改正） 

３ 川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例（平成

２４年川崎市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエ

ンザ等緊急事態派遣手当」を加え、「。以下同じ」を削る。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

勤務１時間当たりの給与額の算定の基礎となる給与から住居手当を除外する

こと、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給することとすること等の

ため、この条例を制定するものである。 

平成２６年 ２ 月１８日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

市立高等学校の教諭等が川崎高等学校附属中学校の管理下において非常災害

時等の緊急の業務等に従事する場合に教員特殊業務手当を支給することとする

ため、この条例を制定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




